
衛生管理計画を 作成し 、 それに基づいて実施し た

内容を記録・ 保管等するこ と が求めら れます。

飲食店の皆様は、 各業界団体が作成し 、 厚生労働

省が確認し た手引書を 参考に取り 組むこ と ができ

ます。

東京都では、 小規模な一般飲食店向けの手引書に

基づく 支援ツ ール「 食品衛生管理フ ァ イ ル」

を 作成し ており 、 本事業でも 活用し ます。

ＨＡ Ｃ ＣＰ に沿った衛生管理と は

令和３ 年６ 月から 、 すべての食品等事業者に「 Ｈ Ａ Ｃ Ｃ Ｐ （ ハサッ プ） に沿っ た衛生管理」 が食品

衛生法で義務づけら れています。

東京都では、 飲食店やキッ チンカ ー、 給食施設の皆様が「 Ｈ Ａ Ｃ Ｃ Ｐ に沿っ た衛生管理」 に円滑に

取り 組めるよう 、 専門相談員を 施設に派遣し 、 Ｈ Ａ Ｃ Ｃ Ｐ に関するアド バイ スを行う 支援事業を 実

施し ています。

「 ＨＡＣＣＰ に沿った衛生管理の訪問アド バイス事業」

のホームページはこちら 　 →

【 問合せ先】（ 申込先は裏面）

東京都保健医療局健康安全部食品監視課

〒1 6 3 -8 0 0 1   東京都新宿区西新宿 2 －8 －1

電話　 0 3 -5 3 2 0 -4 4 7 5 （ 平日９ 時～１７ 時）

東京都が実施するＨＡＣＣＰ 取組支援の詳細は、以下の問合せ先又はホームページでご確認く ださ い。

令和８ 年度　 Ｈ Ａ Ｃ Ｃ Ｐ に沿っ た衛生管理の訪問アド バイ ス事業（ 東京都委託事業）

・ 講習会でＨＡ Ｃ ＣＰ の話を聞いたけど、もう 少し 詳しく 知りたい。

・ お店を見てもらいながら 、ＨＡ Ｃ ＣＰ について個別に相談したい。

・ ＨＡ Ｃ ＣＰ を適切に実施できているか専門家に見てもらいたい。

～こ のよ う な方にお勧め～

都内の飲食店・ 給食施設  など

●「 小規模な一般飲食店向けの手引書」 、

　 「 大量調理施設衛生管理マニュ アル」 を

　 使用する施設が対象です。

●２ ３ 区、 八王子市、 町田市内の施設を

　 除き ます。

　 Ｈ Ａ Ｃ Ｃ Ｐ 専門相談員が
　 施設に伺い、 お手伝いし ます。

●何度でも ご利用いただけます。

食品衛生の窓　 ＨＡＣＣＰ取組支援 検 索


